
高
梁
市
妊
活
サ
ポ
ー
ト
事
業

（
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
）

　
令
和
４
年
４
月
か
ら
不
妊
治
療
が
保

険
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
高
梁
市

で
は
、
不
妊
治
療
の
う
ち
一
般
不
妊

治
療
を
除
く
生
殖
補
助
医
療（
体
外
受

精
・
顕
微
授
精
）を
受
け
た
人
に
対
し
、

経
済
的
な
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、

新
た
に
妊
活
サ
ポ
ー
ト
事
業（
不
妊
治

療
費
助
成
事
業
）を
実
施
し
ま
す
。

対
象　
①
一
般
不
妊
治
療
を
除
く
生
殖

補
助
医
療
で
、
保
険
適
用
と
な
る
治
療

を
受
け
て
い
る
こ
と
。

②
当
該
助
成
に
係
る
治
療
期
間
の
初
日

に
お
け
る
妻
の
年
齢
が
43
歳
未
満
で
あ

る
こ
と
。

③
申
請
日
に
お
い
て
、
申
請
者
と
配
偶

者（
事
実
上
婚
姻
関
係
も
含
む
）が
、
共

に
市
内
に
１
年
以
上
住
所
を
有
す
る
こ

と
。

※
そ
の
他
要
件
あ
り
。

助
成
内
容　
１
回
の
治
療
に
係
る
保
険

適
用
後
の
自
己
負
担
額
か
ら
、
高
額
療

養
費
等
を
控
除
し
た
２
分
の
１
の
額
。

（
助
成
額
の
上
限
10
万
円
。
千
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
端
数
は
切
り

捨
て
）

助
成
回
数　
①
治
療
初
日
の
妻
の
年
齢

が
40
歳
未
満
の
と
き
…
通
算
６
回

②
治
療
初
日
の
妻
の
年
齢
が
40
歳
以
上

43
歳
未
満
の
と
き
…
通
算
３
回

※
出
産
し
た
場
合
や
妊
娠
12
週
以
降
に

死
産
に
至
っ
た
場
合
は
、
出
産
等
ま
で

に
受
け
て
い
た
助
成
回
数
を
０
に
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
旧
制
度
で
あ
る
高
梁
市
不
妊
治
療
助

成
事
業
で
の
助
成
回
数
は
通
算
さ
れ
ま

せ
ん
。

　
申
請
方
法
や
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て

は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
健
康
づ
く
り
課

☎
21
‐
０
２
６
７

制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

内
閣
府
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す

る
臨
時
特
別
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
‐
５
２
６
‐
１
４
５（
午

前
９
時
～
午
後
８
時
）

　
電
力
、
ガ
ス
、
食
料
品
な
ど
の
価
格

高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、
特
に

家
計
へ
の
影
響
が
大
き
い
住
民
税
非
課

税
世
帯
な
ど
を
支
援
す
る
た
め
、
給
付

金
を
給
付
し
ま
す
。

対
象　
次
の
①
か
②
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
世
帯

①
住
民
税
非
課
税
世
帯　
令
和
４
年
９

月
30
日
時
点
で
市
に
住
民
票
が
あ
り
、

世
帯
全
員
の
令
和
４
年
度
分
の
住
民
税

均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯（
住
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
扶
養
親
族

の
み
か
ら
な
る
世
帯
は
対
象
外
）

②
家
計
急
変
世
帯　
申
請
日
時
点
で
市

に
住
民
票
が
あ
り
、
予
期
せ
ず
令
和
４

年
１
月
～
12
月
の
家
計
が
急
変
し
、
①

の
世
帯
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
世
帯

支
給
額　

１
世
帯
あ
た
り
５
万
円（
１
世
帯
１
回

限
り
の
給
付
で
、
対
象
条
件
の
両
方
を

重
複
し
て
の
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
）

支
給
手
続
き　

①
住
民
税
非
課
税
世
帯　
対
象
世
帯
に

は
準
備
が
整
い
次
第
、
お
知
ら
せ
と
確

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価

格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金

認
書
を
送
付
し
ま
す
。

②
家
計
急
変
世
帯　
給
付
金
を
受
け
取

る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
手
続

き
に
つ
い
て
は
準
備
が
整
い
次
第
、
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

そ
の
他

○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
を
理
由
に

住
民
票
の
異
動
が
で
き
な
い
人
は
申
請

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

○
緊
急
支
援
給
付
金
を
装
っ
た
詐
欺
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
市
職
員
な
ど
が
手

数
料
の
振
り
込
み
や
Ａエ
ー
テ
ィ
ー
エ
ム

Ｔ
Ｍ
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。
不
審
な
電
話
や
郵
便
が
届
い
た
場

合
は
、
警
察
や
市
役
所
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

問
臨
時
給
付
金
対
策
室

☎
21
‐
３
６
６
６

20Ｒ4 (2022) 10 月

短
歌
短
歌  　
　

コ
ロ
ナ
さ
え

　
　

コ
ロ
ナ
さ
え  

な
け
れ
ば
夫
に

な
け
れ
ば
夫
に  

会
え
よ
う
に

会
え
よ
う
に  

そ
の
分
毎
日

そ
の
分
毎
日  

電
話
で
コ
ー
ル　
　

電
話
で
コ
ー
ル　
　

山山や
ま
や
ま

本本も
と
も
と

義義よ
し
よ
し

慧慧ええ

さ
ん（
松
原
町
神
原
）

さ
ん（
松
原
町
神
原
）


